【ご提出いただいた情報は、個人情報保護法及び伊豆市個人情報保護条例により適正に管理いたします】
	令和８年度　自治会役員名簿
提出期限　３月25日（水）
※総会が３月25日以降の場合は、総会後速やかにご提出ください。
	市受付
	

	①
	自治会名
	
	
	

	②
	配布物届先
※ご希望の届先にレ点をしてください。原則、自治会長（区長、町内会長、郷長）様宅にお届けしますが、異なる場合は括弧内に住所、名称等をご記入ください。
	□ 自治会長（区長、町内会長、郷長）宅

	
	
	□ 公民館等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	□ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	③
	役職
	フリガナ
氏　　名
	住所
	電話番号

	
	自治会長区　　長
町内会長
郷　　長
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	自治会長（区長・町内会長・郷長）様の情報は、令和８年度第１回伊豆市区長会議の資料に掲載します。電話番号の掲載を拒否される場合は、右のチェック欄にレ点をお願いします。
	電話番号掲載を拒否します
□ 自宅番号　□ 携帯番号
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※副区長や会計等の役員情報は必要に応じてご記入ください。

	【注意事項】
・住所や電話番号は、必ずご本人に確認の上、ご提出ください。
・自治長（区会長、町内会長、郷長）名簿は、国・県・警察・消防・社会福祉協議会、小中学校等へ提供する場合があります。一般企業や市民等から閲覧申請があった場合は、「伊豆市区長名簿閲覧申請書兼誓約書」の提出を義務付け、使用目的の記載や目的外使用の禁止に誓約いただいた上で判断し、閲覧させる場合があります。ただし、上記「電話番号掲載を拒否します」にレ点をされた電話番号は閲覧できないようにします。



[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]提出方法：以下のいずれかの方法による
①右の二次元コードからオンライン提出	
②同封の返信用封筒にて提出	
問合せ先：地域づくり課（電話74-3066、メールkikaku@city.izu.shizuoka.jp）
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